
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号

野
菜
生
産
出
荷
安
定
法
施
行
令

内
閣
は
、
野
菜
生
産
出
荷
安
定
法
（
昭
和
四
十
一
年
法

律
第
百
三
号
）
第
二
条
、
第
三
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一

項
、
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
附
則
第
二
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
指
定
野
菜
）

第
一
条
　
野
菜
生
産
出
荷
安
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
種
別
に
属
す
る
野
菜

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
野
菜
の
種
類
ご
と
に
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
別
に
属
す
る
も
の
並

び
に
た
ま
ね
ぎ
、
ば
れ
い
し
よ
及
び
ほ
う
れ
ん
そ
う
と

す
る
。

野

菜

の

種

類

種
別

キ

ャ

ベ
ツ

春
キ
ャ
ベ
ツ
（
四
月
か
ら
六
月
ま
で
を
主
な
出
荷

時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
キ
ャ
ベ
ツ
を
い
う
。
）

夏
秋
キ
ャ
ベ
ツ
（
七
月
か
ら
十
月
ま
で
を
主
な
出

荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
キ
ャ
ベ
ツ
を
い
う
。
）

冬
キ
ャ
ベ
ツ
（
十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
を
主

な
出
荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
キ
ャ
ベ
ツ
を
い

う
。
）

き

ゆ

う
り

夏
秋
き
ゆ
う
り
（
七
月
か
ら
十
一
月
ま
で
を
主
な

出
荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
き
ゆ
う
り
を
い

う
。
）

冬
春
き
ゆ
う
り
（
十
二
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
を

主
な
出
荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
き
ゆ
う
り
を

い
う
。
）

さ

と

い
も

秋
冬
さ
と
い
も
（
六
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
を
主

な
出
荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
さ
と
い
も
を
い

う
。
）

だ

い

こ
ん

春
だ
い
こ
ん
（
四
月
か
ら
六
月
ま
で
を
主
な
出
荷

時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
だ
い
こ
ん
を
い
う
。
）

夏
だ
い
こ
ん
（
七
月
か
ら
九
月
ま
で
を
主
な
出
荷

時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
だ
い
こ
ん
を
い
う
。
）

秋
冬
だ
い
こ
ん
（
十
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
を
主

な
出
荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
だ
い
こ
ん
を
い

う
。
）

ト

マ

ト

夏
秋
ト
マ
ト
（
七
月
か
ら
十
一
月
ま
で
を
主
な
出

荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
ト
マ
ト
を
い
う
。
）

冬
春
ト
マ
ト
（
十
二
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
を
主

な
出
荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
ト
マ
ト
を
い

う
。
）

な
す

夏
秋
な
す
（
七
月
か
ら
十
一
月
ま
で
を
主
な
出
荷

時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
な
す
を
い
う
。
）

冬
春
な
す
（
十
二
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
を
主
な

出
荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
な
す
を
い
う
。
）

に

ん

じ
ん

春
夏
に
ん
じ
ん
（
四
月
か
ら
七
月
ま
で
を
主
な
出

荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
に
ん
じ
ん
を
い
う
。
）

秋
に
ん
じ
ん
（
八
月
か
ら
十
月
ま
で
を
主
な
出
荷

時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
に
ん
じ
ん
を
い
う
。
）

冬
に
ん
じ
ん
（
十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
を
主

な
出
荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
に
ん
じ
ん
を
い

う
。
）

ね
ぎ

春
ね
ぎ
（
四
月
か
ら
六
月
ま
で
を
主
な
出
荷
時
期

と
し
て
生
産
さ
れ
る
ね
ぎ
を
い
う
。
）

夏
ね
ぎ
（
七
月
か
ら
九
月
ま
で
を
主
な
出
荷
時
期

と
し
て
生
産
さ
れ
る
ね
ぎ
を
い
う
。
）

秋
冬
ね
ぎ
（
十
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
を
主
な
出

荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
ね
ぎ
を
い
う
。
）

は

く

さ

い

（
け
つ

き

ゆ

う

は

く

さ

い

及

び

は

ん

け

つ

き

ゆ

う

は

く

さ

い

に

限

る

。

以

下

同

じ

。
）

春
は
く
さ
い
（
四
月
か
ら
六
月
ま
で
を
主
な
出
荷

時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
は
く
さ
い
を
い
う
。
）

夏
は
く
さ
い
（
七
月
か
ら
九
月
ま
で
を
主
な
出
荷

時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
は
く
さ
い
を
い
う
。
）

秋
冬
は
く
さ
い
（
十
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
を
主

な
出
荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
は
く
さ
い
を
い

う
。
）

ピ

ー

マ
ン

夏
秋
ピ
ー
マ
ン
（
六
月
か
ら
十
月
ま
で
を
主
な
出

荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
ピ
ー
マ
ン
を
い
う
。
）

冬
春
ピ
ー
マ
ン
（
十
一
月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
を

主
な
出
荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
ピ
ー
マ
ン
を

い
う
。
）

レ

タ

ス

春
レ
タ
ス
（
四
月
及
び
五
月
を
主
な
出
荷
時
期
と

し
て
生
産
さ
れ
る
レ
タ
ス
を
い
う
。
）

夏
秋
レ
タ
ス
（
六
月
か
ら
十
月
ま
で
を
主
な
出
荷

時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
レ
タ
ス
を
い
う
。
）

冬
レ
タ
ス
（
十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
を
主
な

出
荷
時
期
と
し
て
生
産
さ
れ
る
レ
タ
ス
を
い
う
。
）

（
需
要
及
び
供
給
の
見
通
し
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
指
定
野
菜
の
需
要
及
び
供

給
の
見
通
し
は
、
指
定
野
菜
の
種
類
ご
と
に
区
分
し

て
、
お
お
む
ね
四
年
後
か
ら
五
年
後
ま
で
の
一
年
間
の

う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
指
定
野
菜
に
あ

つ
て
は
そ
の
種
類
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
時
期
区
分
の
各
期
間
、
さ
と
い
も
に
あ
つ
て
は
六

月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
期
間
の
も
の
に
つ
き
た
て
る

も
の
と
す
る
。

指
定
野
菜
の
種
類

時
期
区
分

キ
ャ
ベ
ツ

四
月
か
ら
六
月
ま
で

七
月
か
ら
十
月
ま
で

十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で

き
ゆ
う
り
、
ト
マ
ト
及
び

な
す

七
月
か
ら
十
一
月
ま
で

十
二
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で

だ
い
こ
ん
、
ね
ぎ
、
ば
れ

い
し
よ
及
び
ほ
う
れ
ん
そ

う

四
月
か
ら
六
月
ま
で

七
月
か
ら
九
月
ま
で

十
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で

た
ま
ね
ぎ

四
月
か
ら
十
月
ま
で

十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で

に
ん
じ
ん

四
月
か
ら
七
月
ま
で

八
月
か
ら
十
月
ま
で

十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で

は
く
さ
い

一
月
か
ら
三
月
ま
で

四
月
か
ら
六
月
ま
で

七
月
か
ら
九
月
ま
で

十
月
か
ら
十
二
月
ま
で

ピ
ー
マ
ン

六
月
か
ら
十
月
ま
で

十
一
月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で

レ
タ
ス

四
月
及
び
五
月

六
月
か
ら
十
月
ま
で

十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で

（
生
産
出
荷
近
代
化
計
画
の
樹
立
）

第
三
条
　
法
第
八
条
第
一
項
の
生
産
出
荷
近
代
化
計
画

は
、
当
該
野
菜
指
定
産
地
に
つ
い
て
の
法
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
年
以
内
に

た
て
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
六
月
一
日
政
令
第
一
二

五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
四
月
三
〇
日
政
令
第
一

一
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
四
月
二
一
日
政
令
第
九

八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
六
月
一
五
日
政
令
第
一

八
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
四
月
二
六
日
政
令
第
一

四
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
日
政
令
第
一
三

八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
四
月
一
六
日
政
令
第
八

〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
四
月
一
五
日
政
令
第
一

二
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
六
月
二
日
政
令
第
一
七

一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
五
月
一
〇
日
政
令
第
一

〇
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
六
月
一
五
日
政
令
第
一

五
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
四
月
二
二
日
政
令
第
一

〇
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
五
月
四
日
政
令
第
一
五

九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
一
〇
日
政
令
第
一

〇
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
四
月
一
八
日
政
令
第
一

〇
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
四
月
七
日
政
令
第
一
一

八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
四
月
一
六
日
政
令
第
一

二
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
四
月
一
九
日
政
令
第
九

〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
五
月
二
日
政
令
第
一
二

六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
二
一
日
政
令
第
一

八
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
五
月
一
六
日
政
令
第
一

六
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
五
月
二
一
日
政
令
第
一

六
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
五
月
一
七
日
政
令
第
一

四
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
一
四
日
政
令
第
二
二

二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
八
月
一
日
政
令
第
二
三
二

号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
五
月
一
五
日
政
令
第
一
六

二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
四
月
一
〇
日
政
令
第
一
四

六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
四
月
二
八
日
政
令
第
一
六

二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
八
日
政
令
第
二
二
九

号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
四
月
二
八
日
政
令
第
一
八

九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一
五

八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
四
日
政
令
第
一
八
一

号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
二
日
政
令
第
二

〇
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
四
月
二
八
日
政
令
第
一

五
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
五
月
三
一
日
政
令
第
二

三
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
四
月
一
八
日
政
令
第
一

六
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
七
日
政
令
第
二
〇

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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